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はじめに

岡本： 今日は土曜日にも関わりませず，大勢の方に

おいでいただきましてありがとうございます。ご紹介

いただきました岡本でございます。高い所から失礼致

します。今回，このような機会を頂きました日本弁理

士会近畿支部の方々にお礼を申し上げます。

私の方からは，「大学における知財の取組み･知財人

材の育成」ということと，「知財の積極的な活用･ライ

センス」というテーマでお話を致します。

今日のテーマは「知財力を育てる」という話でござ

います。私は，現在はオムロンという立石電機に入っ

た後，1971 年からずっと特許の仕事をしております。

会社におきましても，大学におきましても，知財力を

育てる根本はやはり人材だと思っております。事業力

強化もすべて人材ということだと思います。立石電機

の創業者は，1933 年に実質 1人で大阪東野田に会社を

立ち上げました。今は売上 6千億円を超える大会社に

なっていますが，創業者の歴史をずっと見ていまし

て，市場ニーズを取り込んだ技術と特許を武器にした

創業者の経営は偉大であったと思います。今日，井上

社長のご講演を拝見していまして，ベンチャー企業の

素晴らしさを思い出しました。

そこで，今日は講演テーマから少し広げた話になり

ますが，最初にグローバルにおける日本の産業の変遷

ということで，戦後の日本の産業の変遷のお話からさ

せていただきます。

１．グローバル市場における日本の産業の変遷

スライドの図は，電機と自動車と製薬の各産業の戦
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育成と，知財の積極的な活用・ライセンス

戦後，日本企業は欧米の技術を導入して急成長を遂げた。電機産業が最初に，続いて自動車産業が成長し，

1980年代には先輩の米国企業を危機に追い込むまでになった。しかし，今や，アジア諸国の台頭で，電機産

業は危機に陥り，自動車産業も安泰でおられなくなった。日本の大学は，2003年から日本出願件数の増加を

図り，2010年に全国の大学の特許総収入額は約14億円に達したとはいえ，米国トップ1大学の1/3にも

満たない。大学には産業を見る真のグローバル化が急務である。産業に貢献できる知財人材の育成も欠かせな

い。特に，特許取得するだけではなく，知財を活用できるライセンス人材の育成強化が望まれる。知財国家戦

略が始まった2002年以降，企業の知財戦略業務は強化されたが，特に電機業界では，特許は質よりコストと

量の時代になり，明細書の質が低下してしまった。このままでは近年の質を重視する韓国企業に特許訴訟で負

けることになりかねない。

要 約



後の発展をまとめたものです。戦後の日本は，欧米の

優れた技術を導入することによって，ビジネスは何で

も成功した時代でしたが，欧米では，日本製は低価格，

粗悪品という評価でしかなかったようです。70 年代

に入って，日本のテレビ，カメラ，時計は，品質が非

常に優れていて，値段が高くても米国市場で良く売れ

るようになりました。73 年から 3 年余りシリコンバ

レーに駐在していて，日本製テレビは確かに画質が鮮

やかで，店頭で日本製テレビが年々米国製テレビを追

い出したことを覚えておりますが，米国テレビメー

カーを窮地に追い込み，日米の貿易摩擦が起きたのも

この時代です。

1980 年頃には，日本は“Japan as Number One”と

言われたときもありましたが，日本の電機産業は 2000

年までは結構良かったと思います。ご承知のように，

韓国，中国が非常に力を持ってきて，アジアで日本の

一人勝ちというのは 2000 年で終わったように思われ

ます。これからの日本は如何に生き残るかということ

が電機業界の大きな課題となっています。

自動車産業も，戦後は国内販売中心で，米国であま

り品質の評価が良くありませんでしたが，オイル

ショックや排気ガス規制で日本車の評価が高まり，世

界でトップレベルの高品質・高価格のレベルまでに到

達しましたが，近年の韓国，中国の台頭に危機感を持

たざるを得なくなっています。

製薬産業は，戦後は欧米からの輸入品が中心でした

が，物質特許制度ができましたので，新薬の開発をし

て特許権でもって外国に独占のライセンスを与えて，

高額の実施料を得るようになりました。しかし，いく

ら高額の実施料を得ても，やはり事業をやらないと儲

からないということで，現地子会社化へ向かったのは

90 年半ばぐらいからです。

戦後，電機が一番最初に成長して最初に危機を迎

え，その次に自動車が伸びていって，今，危機が起こ

ろうとしている。製薬はまだ成長期にあるように思わ

れます。

発表資料は，ほとんど文科省からのデータを使って

いますので，ご存知の方も多いかと思います。皆さん

お使いの携帯電話の中には情報を記憶する DRAMと

いうメモリがございます。

このスライドの図は，DRAMの国別の出荷のシェ

ア（占有率）を示したグラフで，70 年代はアメリカが

トップでしたが，日本が追い上げ，87 年には 80％近く

シェアがありましたが，韓国企業の追い上げに会い，

日本のシェアが急降下しています。90 年代の日本は

特許活用ということでライセンスを盛んに与え，韓国

はライセンスを取ることによってシェアを大幅に伸ば

しています。現在，サムスンとハイニックスという韓

国 2社で全体の 65％のシェアを占めています。エル

ピーダさんは，苦戦してマイクロンに引き取ってもら

うという事態になり，日本企業は実質撤退状態になっ

ています。ただ，米国をご覧いただきますと，優れた

技術でもって約 20％のシェアを維持しています。

日本の電機産業では，液晶表示器も DVDもカーナ

ビも，2000 年前後の初めは 100％のシェアを有してい

ましたが，モジュール化が進み，複雑な回路設計基板

も簡単な部品になり，簡単に組み立てられ，高度な生

産技術が要らなくなり，価格競争に陥ってシェアが

20％以下に低下しています。日本は世界の他ではでき

ないような技術を持っていないと，なかなかシェアを

保つことができず，世界に普及し価格競争に陥ると

シェアを失うという構図になります。

次のスライドの図は，ハイテクの産業の貿易額を示

していますが，矢印は，日本，米国，ドイツ，中国，

韓国の電子機器の輸出額を表わしています。今，中国

は日本の 3倍の輸出があります。韓国は日本よりも少

し多くあります。1995 年の頃は，中国はほとんど輸出

はない状態でしたが，近年，急に伸びています。こう

なりますと，やはり日本が電機関係で伸びようと思う

と，円高もあり，まともに中国と同じことをしていた

のでは勝てないという状況にあるように思われます。

日本の生き残りには，市場に応える技術とコストを持

つということが非常に大事ではないかと思われます。

大学における知財の取組み・知財人材の育成と，知財の積極的な活用・ライセンス

パテント 2012Vol. 65 No. 11 − 95 −



２．大学における知財の取り組みと課題

次に，大学における知財の取り組みということでお

話をしたいと思います。大学もいろいろな取り組みが

なされています。

スライドのグラフにありますように，平成 15 年，こ

のときはまだ全国の私立・国立の大学を合わせて出願

が 1,000件にも及んでいませんでしたが，平成 14 年

（2002年）には大学への知財国家戦略強化ということ

で助成金もあり出願が伸び，平成 18年で約 9,000件に

達し，今は，出願件数はだいたい安定状態になってい

ます。

件数は良いのですが，問題は質です。会社に長く居

ましたので，大学からいろいろ売込みがありました

が，特許を評価しますと，権利活用の観点の権利化が

できていないというのがあります。大学ですから難し

いと思いますが，企業では戦略を立てて特許を取りま

すが，大学にはそれがありません。発明した先生が弁

理士に言うとおりに書いてもらう。せっかく良い発明

でありながら，特許の明細書が悪くて，あるいは権利

の取り方がまずくて，残念なケースが散見されます。

出願件数は上がっていても，本当に発明の本質を捉え

て，良い権利を取れているかどうかについては疑問が

あります。最近は，大学の TLOには企業の実務家が

増えていますので，かなり内容は改善されています

が，まだこれからの課題ではないかと思われます。

このスライドは，大学の技術収入のグラフです。契

約件数はどんどん増え，収入も増えていっておりま

す。大学のアウトプットを収入だけで判断するのは間

違いですが，1つの評価のポイントになります。

国立大学と私立大学の出願の保有の件数では，国立

大学が圧倒的に多く，実施料収入も多くあります。た

だ，2010 年でも，全国で総額が 14 億円です。企業で

言いますと，一部上場の中堅会社であれば，1 社でこ

れぐらいの収入を取ることもありますので，全国の大

学でこれだけというのはちょっと少なく思われます。

例えば 2010 年の統計では，1 ドル 80 円と考えて，ア

メ リ カ の 大 学 MIT（Massachusetts Institute of

Technology）では 48 億円，スタンフォードで 52 億

円，1つの米国の大学で日本の大学全体の数倍持って

いるということになります。

私もMITとかスタンフォードにいくつかコンタク

トしたことがありますが，先生方の対応が日本とは全

く異なります。アメリカの先生方は産業を非常によく

見ています。企業とコンタクトして，どのような技術

が市場で使われていて，どのような技術が将来必要か

ということを真剣に見ています。特許にも強い関心が

あります。ところが，日本の大学は異なります。「大

学は文科省の傘下ですから，アカデミックな分野しか

特許を取りません。経産省傘下の産業の分野は取りま

せん」という先生もいらっしゃいます。最近は，さす

がに特許は嫌だと仰る先生はなくなってきましたが，

昔は，「私は特許みたいなダーティなところには関与

しません」と，特許出願をされない先生もおられまし

た。それぐらい，日本の大学とアメリカの大学とで

は，文化が異なります。企業では事業化が直ぐに見込
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めない研究はしたくてもできない場合がありますが，

大学は事業が本業ではありませんので，長期のビジョ

ンに基づく良い研究開発ができる恵まれた環境にあり

ます。日本の大学の先生方が，市場で求められる技術

の研究にもっと積極的になれば，技術収入はもっと高

くなるはずです。

実施料収入が少ない原因は研究開発費か，というこ

とで考えてみますと，研究開発費は決して悪くなく

て，日本の大学の研究開発費は米国の半分，世界第 2

位です。研究者数も，米国の 6割ほどで，金も人も米

国の大学の約半分を有することになります。研究開発

費が世界第 2位であれば，大学世界ランキングでも 2

位になって欲しいところです。

次のスライドの表は，QS Worldの大学のランキン

グです。イギリスで統計していますからイギリス贔屓

で偏っているとの批評がありますが，表には 6位以下

で 100位以内に入っているアジアの大学を全部挙げて

みました。今のアジアのトップは，香港大学，その次

に東京大学が入っています。2006 年は，北京大学は結

構高いランクで 14位，東京大学が 19位でしたが，英

文のみの論文が評価されていました。2007 年からは

英語以外の論文も評価されたので，ランキングが変

わっています。英語ベースでは，北京大学，清華大学

が日本の大学を若干上回り，国際性を考えたときに，

日本の大学は大変でないかなという気がします。

３．大学における知財人材育成の現状と課題

大学における人材ですが，このスライドは 18歳の

人口のグラフで，近年，年々減少に向かっていってい

ます。逆に大学の進学率は年々増加する一方です。

1967 年のデータでは，大学進学率は 18％，高校進学率

は 74％。2010 年は大学で 50％，高校進学率は 98％で

すから，ほぼ全員が高校を出ているという状況で，高

学歴化が非常に進んできています。

また，日本は 1980 年の頃に，日本の産業が世界の

トップレベルになったので，これからもっとゆとりを

持つべきだということで，教育方針が「ゆとり教育」

に変わりました。幼稚園や小学校の運動会では，みん

な手を繋いで 1位になる，ランキングで分けてはいけ

ないという方針でした。1位，2位，3位というのを

作ってはいけない，競争をさせてはいけないという教

育でした。それではまずいということで今はもうなく

なっていますが，今の若い人たちはゆとり教育を受け

たわけです。

このように見ていきますと，全般的に言えますこと

は，学生の気力が昔に比べると，特に 1960 年代までと
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比べると，相当違っています。大学の教育の仕方も変

わってきています。子供ではあるまいし，ここまで大

学で教えなくてはならないのかと，ため息をつくこと

があります。

このスライドは，米国で博士号（Ph.D）を取得して

いる人数で，2009 年では，中国は 4,000 人，インドは

3,000 人，韓国は 1,500 人，日本は昔から 200 人となっ

ています。これだけ他の国が伸びているのに，国際エ

ンジニアを目指そうという日本の技術者は一向に増え

ていません。多分皆さんの大きな会社でも，米国の

Ph.Dを取っていらっしゃる技術者の方は少ないと思

います。知り合いの米国企業の人の話ですが，米国か

ら中国に大きな研究所を移転したが，米国の一流大学

を出た Ph.D クラスの技術者が大勢居て，みんな英語

が喋れる。日本に行っても日本の技術者は英語が喋れ

ないので，米国から中国に移管したとのことです。

今，アメリカの会社が中国に研究所を移すというケー

スが増えてきています。日本の技術者の国際競争力低

下現象です。

次に，私どもの大学の取り組みを紹介させていただ

きます。大阪工業大学は 2003 年に，工科系の大学に

知的財産学部を設けました。また，知的財産の学部を

持っているのは，日本で唯一，大阪工業大学しかござ

いません。学位は学士を与えます。2005 年 4月には，

専門職大学院を創設しております。西日本では一番最

初でしたが，この場合には知的財産修士という学位を

与えます。これまで 5期を輩出しております。写真に

あります建物は，淀川に面した大学のキャンパスで

す。

大阪工業大学が何を目指しているかと申しますと，

実務教育重視のグローバルに活躍できる人材育成で

す。講師陣は，産業界，特許庁，他の官公庁から実務

経験のある実務家を教員として迎えております。日本

のトップクラスの企業の知財トップの方に来ていただ

いて，学生に対して本当に現場で使える知財力とはど

ういうものか，どういう知的財産の仕事があるかとい

うことを学生に教えております。

国内のインターンシップ，海外のインターンシップ

により，国内企業あるいは特許・法律事務所，海外に

も大学とか特許・法律事務所にインターンを送り込ん

でいます。

国際交流としては，海外の大学，台湾や中国を含め

て，JICA研究員との交流も深めています。

知財一貫教育ということで，知的財産学部から優秀

な学生を選抜して 3年経つと大学院に早期進学させて

います。5年で大学院の学位が取れるというプログラ

ムです。また，弁理士試験につきましては，一次試験

科目の免除と，二次試験選択科目の免除の制度があり

ます。
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大阪工業大学の知的財産専門職大学院には，大きく

分けて知的財産法の専門家コースと知的財産管理の専

門家コースが有ります。知的財産法の専門家コースで

は弁理士を目指します。知的財産管理の専門家コース

では，企業で活躍できる人材を育てます。近年，権利

を取る人材は結構ありますが，企業の中で絶対的に不

足しているのは，自分たちの持っている特許あるいは

知的財産を活用する人材です。企業ではライセンスと

か契約とか非常に重要な問題がありますが，その専門

の先生方がいらっしゃいますので，ライセンスのプロ

の基礎を教えるコースもございます。

出身学部はいろいろです。文系とか理系とか留学生

とか，あるいは社会人の方もおられます。会社員とか

管理職，弁護士の方もおられ，弁理士の方，公認会計

士の方もおられ，多彩でございます。

４．企業における知財人材の育成

次に，企業における知財人材についてお話をいたし

ます。企業のマネジメントも変わってきております。

電機の業界でも，かなり変化が起きております。大き

なポイントは，2003 年，国に知財戦略本部ができ，以

降，国家戦略になって状況が変わってきております。

2000 年ぐらいまでは，実務のわかる知財トップが多く

いました。知財部門生え抜きの人が，知財の長になる

ことが多くありました。ところが 2000 年以降，実務

より戦略優先のトップが増えています。他部門から戦

略性の高い管理職を知財トップに据えることが増え，

企業は実務よりも戦略に力を入れるようになってきま

した。

特許出願のアウトソーシングが進み，出願を丸投げ

してしまう企業も出るようになりました。一生懸命に

特許の権利を取る業務は，経営から見ると戦略性のな

い事務的な仕事に見えてしまい，もっと他部門や外部

に情報発信して戦略性を重視する傾向が高まりまし

た。明細書を書くことをやめた会社も多いです。中間

処理も特許事務所に任せ，実務を外部に出す傾向にあ

ります。企業の知財の力というのは，事業戦略，技術

戦略への活用が必要で，知財の目利きが必要になりま

すが，アウトソーシング強化で，発明の目利きが低下

してきている現象も出てきています。大事なのは実務

力と戦略業務のバランスとなります。

特許事務所に期待されるところは，企業の戦略的権

利取得の力が落ちてきていますので，特許事務所の方

にて戦略的な権利取得をやってもらいたい，あるいは

グローバル・訴訟対応力を設けてもらいたい，それか

ら顧客への戦略提案をどんどん出してもらいたい，と

いうふうに変わってきています。

企業に期待される人材についてお話いたします。企

業におきましては専門人材と戦略人材は両方とも必要

です。戦略の方はだいぶ強化されてきたのですが，

ベースとなる企業における発明の目利き，特許鑑定力

のある人が必要とされます。そのためには自社の技術

と事業を広く知るということが必要で，これは特許事

務所ではできないところです。

企業では自分のところの技術，事業がどうなってい

るかということを正しく理解することによって事業に

活用できる権利取得ができ，知的財産の戦略的活用が

実現できます。
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専門人材については弁理士の資格を持っていると良

いですが，技術知識，法律，英語などの語学力も必要

です。あとは経験で，この仕事は年季仕事になりま

す。

戦略人材には，やはり経営とか事業・開発に戦略を

提案できる人材，推進できる人材，グローバルに活躍

できる人材が望まれます。当然英語もできないと駄目

ですが，最近ですと中国語とか他の言語も大事になっ

てきています。大事なことは，組織を活用できるマネ

ジメント力，バランス感覚も必要です。そして業界の

キーマンとのネットワーク力も重要となります。1980

年代以降は IQから EQの時代と云われ，今は NQの

時代とも云われています。大事な人材は，その人がど

れだけネットワーク力を持っているかというのが非常

に大事な時代になってきております。そして課題認識

と創造的解決力。これはどんな分野の仕事でもそうで

すが，課題を見つけられる人，それを解決できる人，

そしてそれを実行できる人はどこの企業も欲しい人材

です。大事なことは，人とのコミュニケーション力と

いうことになります。

企業で求められる人材として学生に特に強調してい

るのは，コミュニケーション力です。簡単な話，朝，

人に会ったときに「おはようございます」と言えない

若い人が増えてきています。人と接することを敬遠し

てしまいます。ネットとかメールは熟しますが，人と

話すことを嫌う人が増えてきています。そのため，コ

ミュニケーション力が非常に低下している点がありま

す。学生には，大学は人生の中で一番自由な時代なの

で，できるだけ様々な人と会ったりしてコミュニケー

ション力を高めるように，クラブとかで頑張れと言っ

ています。

５．これからの企業における知財戦略

これからの企業の知財戦略ということでまとめてみ

ました。これは私の私見になってしまいますが，企業

でよく三位一体という話があります。これを基本にし

ている会社は多いのですが，なかなか事業とか技術が

知財に来ないと不満を言う知財部門が多くあります。

お聞きしていると知財部門は待っているだけでこちら

から行っていません。大事なことは，知財から事業・

技術に働きかける戦略の共有化です。これがうまく行

くと事業もだいたいうまく行きます。私も会社にいる

ときも，これがうまく行ったケースは事業も成功して

おります。

それから，事業を強化する強い特許の戦略的取得。

実は特許を取るという仕事は，多くの会社では，マ

ニュアル化された事務職みたいに思われるところがあ

りますが，実は非常に戦略的能力が必要な業務です。

人事からしますと，権利取得実務をしている人という

のは，デスクにしがみついて黙々と権利範囲がどうの

こうのと，訳の分からないことをしていると見られや

すく，だいたい評価が低くなります。特許を取る業務

というのは非常に戦略的で，能力の要る大事な仕事と

なります。

それから，特許事務所とのパートナーシップも重要

です。特許事務所には単にお願いして特許を取っても

らうのではなくて，一緒に考えてもらう。先ほどの井

上社長のお話の場合も，まさしく，弁理士と経営者が

手を組んで事業を行っていくケースです。これは非常

に大事で，企業と特許事務所がお互いに戦略を共有し

ていくというパートナーシップです。そして大事なの

は知財人材の育成というところにあると思います。
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これは国内外への出願件数のグラフです。日本では

国内出願件数がどんどん下がってきていますが，外国

出願は増えてきております。これはもう仕方ないと思

います。特に電気の出願比率は 40％ですが，電機企業

の開発拠点は海外の方に急速に拡大しています。拡大

するだけなら良いのですが，国内の開発を閉じている

ところもあります。例えば，中国に参入し現地開発を

広げていきます。すると，中国で開発は全部するので

日本に開発拠点は要らないという，国内開発縮小の傾

向が出てしまいます。そうしますと，日本での発明数

も減る傾向が表れ，特に電気では顕著に出てまいりま

す。これからも外国に注力しますから，そうなると日

本の出願は，厳選して，かなり件数が絞り込まれると

いうことが出てくると思います。

ヨーロッパを見ていただくと，圧倒的に外国出願が

多いです。ドイツ，フランスとかのように日本も向か

う可能性があります。中国は，2011 年は特許出願だけ

で 53万件になっています。外国出願は少ないですけ

れども，中国は驚異的に出願件数を増やしています。

日本企業は生き残りのため，アジアへ生産拠点が

移っていき，そのため，国内の生産の空洞化が起きて

いきます。今は中国も人件費が高くなってきて，他の

国に流れる方向になっています。例えば，日本の自動

車の生産会社が中国やインドへ行ってしまいますと，

部品メーカーはそれに追従しなくてはなりません。そ

うすると部品の優れた技術が，現地で生産することに

よって，人を介して他の会社に行ってしまうというこ

とで，技術が流れてしまう傾向が出てきています。

もう 1つは，海外生産の技術移転に伴う経営投資の

回収。海外に投資をしていってお金を取ろうと思いま

すと，特許とか商標とか知的財産権がないと節税にな

らない点があります。ロイヤリティで取れば良いので

すが，知的財産権がなければ，単なる利益配当という

ことで，税金が高くなります。こういう観点からも，

必要な点が出てまいります。

韓国，中国，インドといった国々の成長が脅威とな

り，日本企業の市場占有率が下がってきています。占

有率が低くても付加価値の高い事業をすれば良いとの

考えがありますが，いずれにしましても特許なくして

アジアの競合，後発には勝てないと思います。

６．事業を強化するライセンスマネジメント

知財部隊は特許を取得していきますが，ライセンス

マネジメントというのは事業戦略，技術戦略，知財戦

略の実践だと思います。ここがしっかりしていない

と，企業のせっかくのアウトプットが，あるいは他社

との関係で損をしてしまうということになります。

今，流行のスマイルカーブというのは，企画・商品

開発・販売を中心にして生産は全部外部に出すという

ことで，垂直統合から分業，協業へという事業形態が

増えてきております。大事なことは，技術の中でコア

の部分と周辺の部分，そして公開する領域と非公開の

領域，ノウハウと特許という位置づけが非常に大事だ

と思いますし，また独占するライセンスを与えない領

域と，ライセンスする領域，この選択をしながら権利

をきちっと持っていくということが大事だと思いま

す。コア技術がなければコア技術を作り出すという考

え方だと思います。
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ライセンスというのはイノベーションの活用だと思

います。継続的な開発技術のないメーカーというの

は，短期的に収益が得られるかもしれませんが，長期

的には衰退するのみということになります。激変する

環境下ではイノベーションが不可欠だと思います。テ

クニカルイノベーションは自分のところでできれば一

番良いのですが，これからは革新的技術の導入のイノ

ベーションが必要になります。また，第三者のライセ

ンスアウトは自社技術の売却ということになりますの

で，長期的な収益を見据えたライセンスイン・アウト

というのが望まれます。ネゴシエーターの力量も事業

収益に直結します。訴訟は最後の手段だと思います。

最近，大企業同士の訴訟も増えてきたようですが，多

分交渉がうまくできていないのではと思います。人と

のコミュニケーションの力がだんだん弱くなり，すぐ

法廷で決着を付ける短絡的交渉が増えてきているよう

にも思えます。

以上が発表でございます。どうもご清聴ありがとう

ございました。

(原稿受領 2012. 9. 18)
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